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尖
閣
諸
島
沖
で
起
き
た
衝
突
事
件
に
係
る
中
国
側
に
よ
る
駐
中
国
日
本
国
大
使
の
呼
び
出
し
に
関
す
る
質
問
主

意
書

本
年
九
月
七
日
、
尖
閣
諸
島
周
辺
に
侵
入
し
た
中
国
漁
船
が
、
我
が
国
の
海
上
保
安
庁
巡
視
船
に
衝
突
す
る
事
件
（
以
下
、

「
衝
突
事
件
」
と
い
う
。
）
が
起
き
た
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
衝
突
事
件
」
の
発
生
を
、
政
府
、
特
に
外
務
省
は
い
つ
把
握
し
、
具
体
的
に
ど
の
様
な
初
動
対
応
を
取
っ
た
の
か
説
明

さ
れ
た
い
。

二

「
衝
突
事
件
」
発
生
後
、
中
国
側
は
丹
羽
宇
一
郎
駐
中
国
日
本
国
大
使
を
何
度
も
呼
び
出
し
、
抗
議
を
し
て
い
る
と
承
知

す
る
。
ま
た
九
月
十
二
日
に
は
、
日
本
時
間
の
深
夜
一
時
に
丹
羽
大
使
を
呼
び
出
す
と
い
う
、
我
が
国
を
代
表
し
て
中
国
に

赴
任
し
て
い
る
丹
羽
大
使
に
対
し
、
常
識
外
れ
の
対
応
を
取
っ
て
い
る
。
右
に
つ
き
、
同
月
十
七
日
、
前
原
誠
司
外
務
大
臣

は
、
深
夜
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
（
丹
羽
大
使
が
）
呼
ば
れ
た
の
は
三
回
。
二
回
は
（
日
本
側
か
ら
）
抗
議
に
行
っ

た
」
と
の
説
明
を
し
て
い
る
。
一
方
で
、
在
中
国
日
本
国
大
使
館
の
説
明
等
に
よ
る
と
、
丹
羽
大
使
が
呼
び
出
さ
れ
た
の
は

五
回
で
あ
る
と
の
報
道
も
な
さ
れ
て
い
た
が
、
右
に
関
す
る
事
実
関
係
は
実
際
に
ど
の
様
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
丹
羽
大
使

が
中
国
側
か
ら
呼
び
出
さ
れ
抗
議
を
受
け
た
、
並
び
に
丹
羽
大
使
側
か
ら
中
国
側
に
出
向
き
抗
議
を
行
っ
た
事
案
に
関
し
、
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そ
れ
ぞ
れ
の
日
時
、
場
所
、
丹
羽
大
使
が
受
け
た
抗
議
及
び
同
大
使
が
行
っ
た
抗
議
の
内
容
、
中
国
側
の
人
物
の
官
職
氏
名

等
に
つ
き
、
時
系
列
に
全
て
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

九
月
十
二
日
、
在
中
国
日
本
国
大
使
館
は
ど
の
様
に
し
て
深
夜
に
丹
羽
大
使
の
呼
び
出
し
を
受
け
、
ど
の
様
に
し
て
そ
れ

を
丹
羽
大
使
に
伝
え
た
の
か
、
詳
細
な
経
緯
を
説
明
さ
れ
た
い
。

四

そ
も
そ
も
丹
羽
大
使
と
し
て
、
九
月
十
二
日
、
深
夜
一
時
の
呼
び
出
し
と
い
う
非
常
識
な
中
国
側
の
要
求
に
応
じ
た
の
は

な
ぜ
か
。

五

九
月
十
二
日
の
中
国
側
の
呼
び
出
し
に
つ
い
て
は
、
連
絡
を
受
け
た
大
使
館
側
が
、
日
を
改
め
て
連
絡
を
す
る
旨
、
淡
々

と
対
応
を
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

六

「
衝
突
事
件
」
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
被
害
者
で
あ
り
、
加
害
者
は
中
国
で
あ
る
。
中
国
が
こ
れ
ほ
ど
強
硬
な
態
度
に

出
る
の
は
、
尖
閣
諸
島
を
巡
り
、
日
中
間
に
領
土
問
題
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
国
際
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
尖
閣
諸
島

に
係
る
問
題
を
既
成
事
実
化
さ
せ
る
こ
と
が
真
の
目
的
で
あ
る
と
思
料
す
る
。
こ
れ
以
上
本
件
を
巡
る
日
中
間
の
衝
突
が
激

化
す
る
こ
と
を
避
け
、
何
よ
り
我
が
国
の
国
家
主
権
に
関
わ
る
認
識
を
明
確
に
示
す
上
で
も
、
丹
羽
大
使
を
一
度
本
国
に
召

還
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
前
原
大
臣
の
見
解
如
何
。
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右
質
問
す
る
。

三


